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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】令和2年4月23日(2020.4.23)

【公開番号】特開2018-196211(P2018-196211A)
【公開日】平成30年12月6日(2018.12.6)
【年通号数】公開・登録公報2018-047
【出願番号】特願2017-96904(P2017-96904)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｂ   1/20     (2006.01)
   Ｈ０２Ｂ   3/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｂ    1/20     　　　Ｓ
   Ｈ０２Ｂ    3/00     　　　Ｅ
   Ｈ０２Ｂ    1/20     　　　Ｔ
   Ｈ０１Ｒ    9/00     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月12日(2020.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受配電回路に設けられた遮断部と前記遮断部を制御する制御部との間に配置され、前記
制御部からの入力により前記遮断部を制御する制御回路が設けられた中継接続ユニットを
備え、前記中継接続ユニットには、電源を確保するための電源接続用端子台と、信号導出
のための信号導出用端子台と、前記制御回路を構築するための制御回路用端子台とが所定
の長さを有する接続線によりそれぞれ接続されることを特徴とする受配電設備の中継接続
装置。
【請求項２】
　前記中継接続ユニットを設けるとともに前記遮断部を収納し前方正面に扉が設けられた
盤体を備えたことを特徴とする請求項１に記載の受配電設備の中継接続装置。
【請求項３】
　前記遮断部を制御する操作手段を有する制御部を前記扉に配置したことを特徴とする請
求項２に記載の受配電設備の中継接続装置。
【請求項４】
　前記中継接続ユニットを前記扉に配置したことを特徴とする請求項３に記載の受配電設
備の中継接続装置。
【請求項５】
　前記制御回路用端子台を前記扉に配置したことを特徴とする請求項３または請求項４に
記載の受配電設備の中継接続装置。
【請求項６】
　複数個の前記盤体を並べて配列し前記盤体における特定の盤体で配列全体の前記盤体に
係る制御回路を構築するものにおいて、特定の前記盤体では前記制御回路用端子台を前記
扉に配置するとともに、特定以外の前記盤体では前記制御回路用端子台を前記盤体の側面
に配置したことを特徴とする請求項２に記載の受配電設備の中継接続装置。
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【請求項７】
　前記電源接続用端子台と前記信号導出用端子台を前記盤体の側面に配置したことを特徴
とする請求項５または請求項６に記載の受配電設備の中継接続装置。
【請求項８】
　前記中継接続ユニットに前記電源接続用端子台と前記信号導出用端子台と前記制御回路
用端子台とを接続する接続線として、両端に線端コネクタ接続部を設けた専用線を採用し
、前記専用線の一端に設けられた前記線端コネクタ接続部に対し前記中継接続ユニットに
設けられた対応コネクタ接続部をコネクタ接続するとともに、前記専用線の他端に設けら
れた前記線端コネクタ接続部に対し前記電源接続用端子台と前記信号導出用端子台と前記
制御回路用端子台に設けられた対応コネクタ接続部をそれぞれ各別の前記専用線でコネク
タ接続することを特徴とする請求項１から請求項７までの何れか１項に記載の受配電設備
の中継接続装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この発明に係る受配電設備の中継接続装置は、受配電回路に設けられた遮断部と前記遮
断部を制御する制御部との間に配置され、前記制御部からの入力により前記遮断部を制御
する制御回路が設けられた中継接続ユニットを備え、前記中継接続ユニットには、電源を
確保するための電源接続用端子台と、信号導出のための信号導出用端子台と、前記制御回
路を構築するための制御回路用端子台とが所定の長さを有する接続線によりそれぞれ接続
されることを特徴とするものである。
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